
公社等外郭団体の経営状況等の評価に係る調査票（令和７年度）

１　基本情報（現年７月１日現在）

２　出資等の状況（直近の決算現在）

（単位：千円）

※「出資等」とは、地方自治法に基づく「出資又は出捐」をさします。

※「資本金等」とは、地方自治法に基づく「資本金、基本金その他これらに準ずるもの」をさします。

【内訳】（直近の決算現在）

※四捨五入の影響で、割合の合計が100％にならないことがあります。

※一定の同質性がある場合や割合上位５者以外は、まとめていることがあります。

※まとめた場合、順位は「―」としており、まとめた者の中で最も高い出資割合は備考をご覧ください。

03,393,791

左記全体に
占める割合

45.08%

54.92%

左記割合の
順位

2位

1位

備考

該当なし

該当なし

団体名 （県）所管所属

代表者
職氏名

電話番号

3,393,791

当初設立
年月日

設立の経緯
団体の略歴

出資等の合計

資本金等の金額

出資等した者

資本金等以外の金額

総務部
学事課

043-223-2172

令和7年6月30日

公益財団法人　千葉県私学教育振興財団

理事長　平田　史郎

千葉市中央区新町１８番地１０千葉第一生命ビルディング８階

043-241-5145

https://www.chiba-sksz.jp/

平成　25年　4月　1日（前身団体　昭和　39年　4月　1日）

当財団は、千葉県内における私立学校教育の振興
及び発展のために以下の事業を行うことで、私立
学校教育環境の充実及び向上を図り、千葉県にお
ける教育文化の高揚に資することを目指します。

１．「退職手当資金事業」では、学校法人等が教
職員に対し支給する退職手当の資金を交付するた
め、資金運用規程と毎年度策定している運用計画
に基づき、学校法人負担金等を安全かつ効率的に
運用しながら業務を遂行します。また、制度の運
用面については、３年に一度見直しを行い、中長
期的な視点から事業経営の安定を図ります。

２．「融資あっ旋事業」では、県内私立学校の施
設・設備等の整備のため借入れを希望する学校
に、県学事課、県内金融機関との連携を図り、よ
り良い条件にて円滑に融資が行われるよう努めま
す。さらに、「利子補給事業」では、当該融資に
対して利子補給を行い、金利負担を低減させるこ
とで、学校の安定経営に資することとし、教育環
境の充実に向け取り組んでいきます。

３．「入学資金貸付事業」では、県内の私立学校
（中学・高校）がその入学予定者の保護者のた
め、学校が入学資金を無利子で貸付けを行う場
合、当財団がその原資を学校に貸付することで、
保護者の経済的負担を軽減するとともに、学校の
安定経営に資することを通じて、学校教育の発展
に寄与していきます。

４．県内の私立学校関係各団体の事務局を本財団
内で一本化することにより、効率的かつ合理的な
運営を図るとともに、私立学校関係各団体間の連
携を推進し、私立学校の振興と公教育の発展に努
めていきます。

経営方針（団体代表者が記入）

　千葉県内における私立学校教育環境の充実及び向上を図ること
により、私立学校教育の振興及び発展を図り、もって千葉県にお
ける教育文化の高揚に資することを目的とする。

直近の決算
承認日

所在地

【設立趣意等の経緯】
　三法人の合併と一団体の事業の承継により平成２５年に設立。
法人、団体それぞれの経緯は以下のとおり。

１．千葉県私立学校教職員退職金財団
　私学教職員の福利厚生の一環として、学校が教職員に対して支
給する退職金の原資を学校に交付することを目的に、昭和３９年
に財団法人として設立。

２．千葉県私学教育振興会
　千葉県の協力と私学の共同出資により私学振興基金を造成し、
その資金を運用することによって低利かつ長期の安定資金を各学
校に提供することを目的に、昭和４１年に社団法人として設立。

３．千葉県私学会館
　千葉県私学団体連合会の精神的団結の象徴であり私学の殿堂と
して同会館を昭和４５年に建設し、その管理等を行うことを目的
に、財団法人として設立。同会館は老朽化により平成２５年に解
体。

４．千葉県私学団体連合会
　昭和２９年に、県下私学団体の全部の結集体として清新なもの
をつくりたいとの理想のもと、千葉県内私学の幼稚園、小学校、
中学・高等学校、短大・大学の各私学団体が大同団結。なお団結
後も、各私学団体は独立した存在であり、現在も存続。

【略歴】
・S39.4　千葉県私立学校教職員退職金財団設立（前身団体）
・H23.11　3団体合併
　（財）千葉県私立学校教職員退職金財団（存続団体）
　（社）千葉県私学教育振興会
　（財）千葉県私学会館
・H23.12　千葉県私学団体連合会の事業を承継
　　　　　千葉県私学教育振興財団に名称変更
・H25.4　公益財団法人として運営開始

電話番号

団体ＨＰの
ＵＲＬ

資本金等の
金額（千円）

1,529,955

1,863,836

資本金等以外の
金額（千円）

千葉県

団体の自己資金

出資等の対象の区分

定款に定める
設立の目的

0

0
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公社等外郭団体の経営状況等の評価に係る調査票（令和７年度）

３　団体の主な事業（直近の決算現在）

0 千円 0 千円事業ごと収支は未算出、運営費として団体全体で計上のため計算できない

【公共性・公益性】
　各私学協会が主催する研修会などの事業の運営、並びに企画調整に関する支援を当財団が行うことにより低廉かつ合理的な運
営を実現していることから、私立学校教職員の人材育成や、県民への情報提供を効率的に行うことが可能となり、ひいては県民
へのより質の高い私学教育の提供を実現していることから公共性がある。

【類似事業を行える他団体又は事業が競合する他団体の有無】 【県の財政支出の有無】

無 補足説明 該当なし 無

【事業収支】 【事業支出】 【内部収入】 【外部収入】 うち行政からの収入 うち県からの収入

0 千円 0 千円

【事業４】名称：私学各協会の行う事業の運営及び企画調整に関する支援事業 【事業区分】 公益目的事業

事業ごと収支は未算出、運営費として団体全体で計上のため計算できない

【事業内容・実績】
　千葉県内に所在する私立学校関係の団体のうち、千葉県私立大学短期大学協会、一般社団法人千葉県私立中学高等学校協会、
千葉県私立小学校協会、一般社団法人全千葉県私立幼稚園連合会、一般社団法人千葉県専修学校各種学校協会の行う事業の運
営、並びに企画調整に関する支援を行う事業である。

【事業支出】 【内部収入】

【事業内容・実績】
　県内私立学校（中学・高校）がその入学予定者の保護者に入学資金を無利子で貸付けを行う場合、当財団がその原資を無利子
で学校に融資する事業である。
・令和6年度末貸付金残高 10,250千円（4校）

【公共性・公益性】
　私立学校がその入学予定者の保護者に対し入学時の費用を貸し付けることに対し、その原資を財団が学校に融資することによ
り、保護者は入学時に発生する入学金等の負担を一時的に軽減できるため、入学時に要する費用のために私立学校入学を忌避せ
ざるを得ない事象を減らすことができ、学校の選択肢の幅が広がる。また、学校は貸付を行ってもその原資が財団から融資され
るため、これによる資金の不足が生じない。これらのことから今後入学する者を含めた児童生徒等の教育機会の確保が図られ、
不特定多数の者の利益の増進に寄与し公益性がある。

【事業収支】 【外部収入】 うち行政からの収入 うち県からの収入

0 千円 0 千円

【事業３】名称：入学資金貸付事業 【事業区分】 公益目的事業

事業ごと収支は未算出、運営費として団体全体で計上のため計算できない

無

【外部収入】

無

830,473,072

うち県からの収入うち行政からの収入

830,473,072 千円千円

【事業収支】

補足説明 該当なし 有（補助金等）

【事業２】名称：融資あっ旋事業 【事業区分】 公益目的事業

【事業内容・実績】
　県内の学校法人が教育施設及び設備の充実を図るための融資を希望した場合、提携する県内地銀３行に対し、その必要な資金
について融資あっ旋を行い、併せて、あっ旋した施設・設備資金等の借入利子に対し利子補給を行う事業である。
・令和６年度　利子補給対象校 8法人　利子補給額722千円

【公共性・公益性】
　本事業は、公教育の一翼を担う私立学校の教育施設・設備等の整備、充実を図ることを目的に実施しており、教育施設・設備
等が充実することにより、在校生のみならず、今後入学する者を含めた児童生徒等の教育環境の充実及び安全確保が図られるこ
とから、不特定多数の者の利益の増進に寄与しており公益性がある。

【類似事業を行える他団体又は事業が競合する他団体の有無】

事業ごと収支は未算出、運営費として団体全体で計上のため計算できない

【県の財政支出の有無】

【事業区分】 公益目的事業

【県の財政支出の有無】

【事業支出】 【内部収入】

【事業１】名称：退職手当資金事業

【事業内容・実績】
　本事業は、県内に所在する私立学校の教職員の勤続を奨励するとともに福利厚生を図ることを目的として、学校からの負担
金、千葉県補助金及び積立資産の運用益を原資に教職員の退職時に学校法人等に対して退職手当資金を交付する事業である。
・令和6年度　退職手当資金交付額 3,524,612,413円（対象人数809人）

【公共性・公益性】
　本事業の実施により、私立学校は退職資金制度を維持することができ、教職員の雇用環境の安定化が図られることから、優秀
な教育人材の確保が可能となり、ひいては私立学校において質の高い教育の提供がなされる。日本の公教育の一翼を担う私立学
校の教育水準を維持、向上し、雇用環境を安定させることは、不特定多数の者の利益の増進に寄与することから公益性がある。

【類似事業を行える他団体又は事業が競合する他団体の有無】

無 補足説明 該当なし

【類似事業を行える他団体又は事業が競合する他団体の有無】 【県の財政支出の有無】

無 補足説明 該当なし 無

【事業収支】 【事業支出】 【内部収入】 【外部収入】 うち行政からの収入 うち県からの収入
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公社等外郭団体の経営状況等の評価に係る調査票（令和７年度）

４　県の関与等の現状に関する見直し（現年７月１日現在　※ただし、（４）（６）は直近の決算現在）

名県以外が負担 00

（４）県が関与の理由と
している事業が関係する
県計画等の主な達成状況

（６）運営費補助や赤字
補填等を目的とした財政
支出の名称、内容及び必
要性

名

【名称】

【内容】（金額：○○千円）
○○○○

【必要性】

県が負担【諸手当等を除く給料・報酬の負担者・人数】

【役職・業務内容】

【派遣等の必要性】

　財団では近年、私立学校教職員の退職者の増加により、退職手当資金交付額が増加し、退職手当資金
事業の収支が悪化していたことから、平成25年度に「中期事業推進プロジェクトチーム」を設置し、学
校法人等負担率の大幅な引き上げ等見直しを図っている。令和6年度決算における要支給額に対する総
資産の保有割合は63.7％に留まることから、引き続き出資を維持することが妥当であると考える。

【県が出資等した当初の目的】
　私立学校教職員の待遇面における公私間格差を解消し、より優秀な人材を長期にわたり安定的に確保
するため、私立学校教職員の退職資金制度の整備を行うことを目的として、また、私学教育振興のた
め、私立学校の経営に必要な施設・設備資金の融資あっ旋を行うことを目的として出資等行った。

【関係を維持する現在の意義】
　私立学校教職員の退職資金制度の維持及び安定的な運営を行うことが可能となり、これにより雇用環
境の安定化が図られ、優秀な人材を確保して質の高い教育を提供することにつながり、また、私立学校
の経営に必要な施設・設備資金の融資あっ旋に関する事業については、規模が比較的小さな学校におい
ても、教育施設・設備等の整備、充実を行うことが可能となり、これにより児童生徒等の教育内容の充
実や安全確保につながることなどから、維持する意義があるものと考える。

【県が関与の理由としている事業のうち、他の担い手が存在している事業】
事業●　○○○○

【他の担い手が存在している場合であっても関係を維持する意義】

　財団職員が専従することにより、安定した事業運営が図られ、また、財団役員は学校法人の理事長等
で構成されていることから、制度改革に関しても学校法人経営者としての意見を直接取り込むことがで
き、これにより、無理のない形で効果的な改革の実現が可能となるなどのメリットがあることから、他
の手法等と比較しても費用対効果はあると考える。

（３）県が自ら施策を実
施することその他の事業
手法と費用対効果を比較
して、出資又は出捐関係
を維持する意義

（１）当初の目的を踏ま
えつつ現在において必要
性を問い直してもなお、
出資又は出捐関係を維持
する意義

（２）類似団体や民間団
体などの他の担い手が存
在している場合において
もなお、出資又は出捐関
係を維持する意義

（７）団体に勤務する県
現職者の役職・業務内容
と派遣等の必要性

（５）資本金等に占める
県の出資若しくは出捐の
割合又は金額の妥当性

【計画等名】
○○（対象期間：○～○）
【指標名】
○○（単位：○○）

【指標と事業の関係性及び達成状況】

基準（○年度） 実績（○年度） 目標（○年度）
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公社等外郭団体の経営状況等の評価に係る調査票（令和７年度）

５　関与方針に基づく取組状況等（直近の決算現在）

５－２　経営健全化方針に基づく取組状況等（直近の決算現在）

※公社等外郭団体関与指針第５の１（２）に規定する次の法人に該当する場合で、要件の詳細は同細則４をご覧ください。

　・債務超過法人

　・実質的に債務超過である法人

　・近年の経常損益の状況から赤字が累積し、近い将来、債務超過に陥る可能性が高い法人 

　・県が多大な財政的リスクを有する法人

（１）関与方
針区分　※

　私学教育における退職資金制度の安定的かつ持続的な運営を図るため、退職手当資金事業について、加入者及
び資金充足率の増加を図る必要があることから、所管課職員が理事会、評議員会、資金運用委員会、中期事業推
進プロジェクトチーム会議等へ出席し、経営状況の把握に努めるとともに、必要な指導・助言を行う。

・新制度の周知と加入者の更なる増加（毎年増加している）
・現在６割程度である資金充足率（仮に退職手当資金事業の全加入者が同時に退職となった場合に必要となる理
論上の額の充足率）の増加

　私学教育における退職金制度の安定的かつ持続的な運営を図るため、退職手当資金事業について、加入者の増
加を図ることなどにより、資金充足率の増加を求める。

　平成28年4月からの負担率の引き上げ後、団体が設置した「中期事業推進プロジェクトチーム」により早期退職
者の多い幼稚園等にもメリットがあり、かつ、更なる負担率の増加を伴わずに、元本保証に加えて現行の給付水
準を維持できる積立型の退職資金制度を令和4年度から開始し、加入者の増加と資金充足率の増加に取り組んだ。

関与維持（県と連携した経営改善）

（５）県とし
ての今後の対
応の方向性

（１）策定要
件の該当性※

（３）取組実
績とその成果

（２）県とし
ての具体的な
取組　※

（４）課題

※　関与方針とは、令和４年１２月２７日策定の「公社等外郭団体関与方針」であり、「関与方針区分」や「県としての具体的
な取組」は、そこから転記しています。

該当しない
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公社等外郭団体の経営状況等の評価に係る調査票（令和７年度）

６　地方自治法に基づく監査の状況（既に公表されている監査結果等）

（１）財政的援助団体等監査（地方自治法第１９９条第７項）

※1「監査結果」の「指摘事項」「注意事項」は県報別冊「監査結果」（いわゆる監査報告書）の内容を記入しています。

※2「措置の内容」は県報別冊「監査の結果に係る措置の通知の公表」（いわゆる措置公表）の内容を記入しています。

（２）包括外部監査（地方自治法第２５２条の３７第４項等）

※該当がある場合は、直近１年度分を記入しています。

【注意事項】
該当なし

２つ前の実施年月日 令和5年3月10日 措置の公表年月日 元号　　年　　月　　日

無

元号　　年　　月　　日

監査結果
※以下のリンク先をご覧ください

措置の内容
※以下のリンク先をご覧ください

該当なし

監査実施の有無

１つ前の実施年月日 令和6年3月15日 措置の公表年月日 元号　　年　　月　　日 監査実施の有無 有

監査結果　※1 措置の内容　※2

監査結果　※1

有

監査結果　※1 措置の内容　※2

【指摘事項】
該当なし

【注意事項】
該当なし

【注意事項】
該当なし

措置の公表年月日 元号　　年　　月　　日

措置の内容　※2

該当なし

【指摘事項】
該当なし

【指摘事項】
該当なし

監査実施の有無

該当の有無

有直近の実施年月日 令和6年12月20日

元号　　年度

監査テーマ

実施年度 措置の公表年月日
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公社等外郭団体の経営状況等の評価に係る調査票（令和７年度）

７　組織運営等の状況（直近の決算現在）

（１）理事会等の状況

※「開催回数（書面）」では、延べ開催回数を実数計上し、書面開催の回数を（カッコ）で内数計上しています。

※「定例回数（書面）」では、定例的に開催している回数を実数計上し、書面開催の回数を（カッコ）で内数計上しています。

※「定例回数の平均出席率」では、書面開催を除く各回の理事等の出席率（出席者の数÷全構成員の数）を計算し、

　その和の平均（出席率の合計÷書面開催を除く定例回数）を計算して計上しています（百分率で小数点第１位を四捨五入）。

※「備置」とは、事務所に備え置いて閲覧の権利を有する者等が求めた際に、すぐに見られるようにすることです。

（２）監査の状況

※監査又は会計に識見を有する者の詳細は、公社等外郭団体関与指針細則７をご覧ください。

（３）採用している会計基準

（４）財務諸表等の作成・公表・備置の状況

※「公表」とは、団体のホームページや、その他法令で定める方法により公表することです。

※「備置」とは、事務所に備え置いて閲覧の権利を有する者等が求めた際に、すぐに見られるようにすることです。

公表義務
の有無

公表の有無

有 有

理事会等の状況

理事会又は取締役会

議事録

財務諸表等の名称

外部的な
監査

義務回数

義務の有無 就任の有無 実施している外部的な監査の内容

有

有

有 有 有 有 有 有

有

無 無

有

有 有 無 有 有

有 有 無 有

備置義務
の有無

有

有 有 無

有

無 無 無 無

有 有

名称
その
他欄

新公益法人会計基準（平成20年改正）

有

監事又は監査役
としての就任

実施の有無

有

収支予算書

有 無 無 有

有

財産目録

事業計画書 有

有 無 有 有

有 有

正味財産増減計算書等又は
損益計算書若しくはその要旨

キャッシュフロー計算書

附属明細書

役職員の報酬及び給与に関する規程

有

無 有 無 無 無 有

無 有 無 無 無

無 無業務の委託方法に関する規程

資金運用に関する規程

定例回数
（書面）

3(0)

開催状況

備置義務の
有無

備置の有無

情報公開に関する規程

有

個人情報保護に関する規程

有 有 無 有 有 有

無 有 無

定例回数の
平均出席率

作成義務の
有無

作成の有無

2 4(1) 88% 有

無

開催回数
（書面）

社団法人の構成員である
社員の名簿

事業報告書

貸借対照表

有

無

無 有

有 有

有 有 無 有

公認会計士又は監査法人

監査又は会計に識見を有する者

定款

役員名簿

監査の状況
（行政による監査等は除き、
団体主体のものに限る）

有 無 有

作成義務
の有無

作成の有無

契約に基づき、公認会計士が財務諸表等及び財
産目録に対する監査を実施

該当なし

補足事項

―

備置の有無

内部的な
監査

無

有

有

有有 有 無 有 有

有

有 有 無 有 有

無 無

無 無 無 無
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公社等外郭団体の経営状況等の評価に係る調査票（令和７年度）

８　役職員等の状況

（１）常勤の役職員数 （単位：人） （各年度７月１日現在）

常勤役員数 ①～⑤の和

プロパー ①

民間人材　※1 ②

県退職者 ③

県現職者 ④

その他 ⑤

常勤職員数　※2 ⑥～⑨の和

プロパー ⑥

県退職者 ⑦

県現職者 ⑧

その他 ⑨

※1 「民間人材」とは、プロパー、議員、自治体の首長、行政職員（退職者を含む）等ではない外部の人材です。

※2 「常勤職員」とは、正規・非正規を問わず、団体が常勤職員として雇用している方です。

（２）常勤役職員の平均年収等の状況

※この表は実人員数に基づいて記入しています。

　実人員数とは、ある年度中の毎月1日現在の役職員数を合計して12か月で割り、小数点第2位を四捨五入しています。

※該当者が１名しかいない場合、個人情報保護の観点から平均年齢・年収は「＊」となっています。

９　中長期的な計画や達成目標となる指標の策定状況（直近の決算現在）

人数（内数：県退職者及び県現職者）

平均年齢

平均年収

46 47

例：4～6月（3か月間）の役員数が5名、7～12月（6か月間）が6名、1～3月（3か月間）が5名であった場合は、
（15人＋36人＋15人）/12か月=5.5人となります。

平均年齢

人）

名称 公表方法

対象期間 策定年月日 元号　　年　　月　　日

0 0 0 0 0

11 11 11 11

10 11

千円

0

0

指標１：名称（単位）【実績】●●【目標】●●
指標２：

該当なし

策定の有無

取組状況

直近決算（R6年）

＊ ＊

＊ ＊

歳 歳

平均年収 千円 千円

常勤役員

常勤職員

1

概要

指標の達成状況

特記事項

5,818 6,276

歳

11 11 11

1 1 1 1 1

前年度
（R6年）

11 人（

0 0 0

人）1

0

1 1 1

0

0

人（ 1

0

0

0 0

前年度決算（R5年）

人（

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0

項　目
直近４年度前
（R3年）

現年度
（R7年）

直近３年度前
（R4年）

前々年度
（R5年）

1 1

歳

人）

団体ＨＰ掲載＋備置

人数（内数：県退職者及び県現職者）

無

元号　　年　　月　～　元号　　年　　月

11 人（ 0 人）

項　目

千円

0 0 0 0

0 0 0

10

0

1
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公社等外郭団体の経営状況等の評価に係る調査票（令和７年度）

１０　財務状況 （単位：千円又は％）

（１）貸借対照表

公益法人会計の場合

（２）損益計算書

公益法人会計の場合（正味財産増減計算書等）

（３）主な経営指標

公益法人会計の場合

※正味財産が「０」又は債務超過の場合、「自己資本比率」「有利子負債比率」は計算できません。

その他支出 0 0 0 ― 該当なし

基本財産 3,393,846
参
考

3,395,830

資
産

流動資産 1,546,286 1,473,280 1,468,029 ▲ 0.36%

　うち有形固定資産 313 248 183 ▲ 26.21%

資産合計 24,110,412 26,018,187 25,718,966 ▲ 1.15%

23,968,225 ▲ 4.46%

220,786 136.89%

固定資産 22,564,126 24,544,907 24,250,937 ▲ 1.20%

　うち有利子負債

4,002,190 3,172,518 ▲ 20.73%

　うち長期借入金 9,800 10,400 10,250

9,800 10,400 10,250 ▲ 1.44%

▲ 1.44%

負債合計 22,541,712

88.01%正味財産合計 1,568,700 931,187 1,750,741

指定正味財産 1,529,579 1,529,758 1,529,955

25,086,999

該当なし

一般正味財産 39,121

0 ―

経常外費用 0 0 0 ―

当期経常外増減額 0

0 ―

819,358 228.49%

3,645,145 ▲ 42.50%

退職手当交付準備金繰入額の減
少のため（R5:1,973,104→

該当なし

該当なし

退職手当交付準備金の減少によ
る正味財産の増加による

退職手当交付準備金の減少によ
る正味財産の増加による

▲ 637,693 819,358 228.49%

当期一般正味財産増減額 ▲ 78,013 ▲ 637,693 819,358 228.49%

―

項　目

流動比率（流動資産÷流動負債×100）

自己資本比率（正味財産÷（負債＋正味財産）×100）

有利子負債比率（有利子負債残高÷正味財産×100）

経常費用

当期指定正味財産増減額 0 0

▲ 78,013 ▲ 637,693

　うち管理費

4,316,213 6,339,606

経常外収益 0 0

その他収入 0

0 0

当期経常増減額

当期正味財産増減額 ▲ 78,013

1.12%

項　目
前々年度決算
（R4年）

前年度決算
（R5年）

直近決算
（R6年）

直近増減率
（前年度比）

評価損益等 ▲ 355,757 990,069 ▲ 723,501 ▲ 173.08%

10.11%

30,817 26,145 28,278 8.16%

項 目
前々年度決算
（R4年）

前年度決算
（R5年）

直近決算
（R6年）

直近の増減理由
（対前年比10％以上の増減等）

該当なし

該当なし

　うち事業収益 4,324,189 4,282,884 4,528,368

負
債

流動負債

▲ 1,643,050

5.73%

経常収益 4,593,957 4,711,844 5,188,004

直近増減率
（前年度比）

繰越損益相当額 ▲ 1,825,145 ▲ 2,464,642 33.34%

正
味
財
産

▲ 598,571

0.01%

3,393,791 ▲ 0.06%

固定負債 19,111,105 21,084,809 20,795,707 ▲ 1.37%

3,430,607

　うち評価損益等 0 0 0 該当なし

退職手当交付準備金繰入額の減
少のため（R5:1,973,104→

直近の増減理由
（対前年比10％以上の増減等）

退職手当交付準備金取崩額の増
加のため（R5:0→R6:288,952）

該当なし

退職手当交付準備金繰入額の減
少のため（R5:1,973,104→

該当なし

保有資産の年度末時価評価の減
少のため

―

前々年度決算
（R4年）

前年度決算
（R5年）

直近決算
（R6年）

45.07% 36.81% 46.27%

6.51% 3.58% 6.81%

0.62%

該当なし

退職手当交付準備金繰入額の減
少のため（R5:1,973,104→

該当なし

0.59%

減価償却による

該当なし

退職手当資金未払金の減少によ
る（R5:3,991,463→
R6:3,160,787）

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

0 0 ― 該当なし

該当なし

退職手当交付準備金の減少によ
る正味財産の増加による
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公社等外郭団体の経営状況等の評価に係る調査票（令和７年度）

１１　借入金等残高等の状況 （単位：千円又は％）

各年度の借入金等

各年度の償還金等

借入金等決算残高 ①＋②

経営難を理由としたもの ①＝③＋⑤＋⑦

それ以外のもの ②＝④＋⑥＋⑧

県 ③＋④

経営難を理由としたもの ③

それ以外のもの ④

県以外の行政 ⑤＋⑥

経営難を理由としたもの ⑤

それ以外のもの ⑥

民間その他 ⑦＋⑧

経営難を理由としたもの ⑦

それ以外のもの ⑧

県による損失補償等の額※ ⑨＋⑩

経営難を理由としたもの ⑨

それ以外のもの ⑩

※　損失補償等とは、損失補償、損失てん補又は債務保証です。

１２　総収入と県の財政支出等の状況

（１）総収入と県の財政支出等 （単位：千円又は％）

総収入 ①＝②～⑥の和

運用益収入 ②

会費収入 ③

寄附収入 ④

行政からの委託料等収入 ⑤

その他収入（②～⑤以外） ⑥

県の財政支出 ⑦＝⑧＋⑨＋⑩

対総収入割合 ⑦÷①

委託料 ⑧

対総収入割合 ⑧÷①

補助金・交付金・負担金 ⑨

対総収入割合 ⑨÷①

その他（⑧⑨以外） ⑩

対総収入割合 ⑩÷①

有価証券等損益 ⑪＋⑫

有価証券等評価損益（含み損益） ⑪

売却・償還・配当等損益（実損益）⑫

（２）県からの財政的な支援（借入金及び損失補償等を除く） （単位：千円）

保有・運用中の有価証券等の取得額

前々年度決算
（R4年）

前年度決算
（R5年）

直近決算
（R6年）

直近増減率
対前年度比

項 目

項　目

運営費補助

赤字補填等

経営難を理由とした追加出資又は出捐

53.83%

▲ 1.28%

122,387.71%

269,711 428,724 659,516

3,497,894 3,453,147 3,408,943

57 236 289,071

0 0 0 ―

826,295 829,736 830,473

70,145 85,003

項 目

10,400 10,250 ▲ 1.44%

0 0 0 ―

3,200 4,200 2,850 ▲ 32.14%

8,500 3,600 3,000 ▲ 16.67%

9,800

借
入
・
償
還
先
の
内
訳

0 0 0 ―

0 0 0 ―

9,800 10,400 10,250 ▲ 1.44%

0 0 0 ―

0 0

0 0 0 ―

0

0 ―

9,800 10,400 10,250 ▲ 1.44%

0 ―

0 0 0

0 0 ―

9,800 10,400 10,250 ▲ 1.44%

0 0 ―

0 0 0

83,002 ▲ 2.35%

0.09%

17.99% 17.61% 16.01% ▲ 1.60%

前々年度決算
（R4年）

前年度決算
（R5年）

17.61%

826,295 829,736 830,473 0.09%

直近決算
（R6年）

▲ 1.60%

―

0 0

0 0 0 0 0

直近４年度前
（R2年）

直近３年度前
（R3年）

前々年度
（R4年）

前年度
（R5年）

直近決算
（R6年）

7,038,203

直近増減率
対前年度比

10.11%

―

―

0.09%

17.99%

7,122,703 7,033,408 ▲ 1.25%

16.01%

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

県
の
財
政
支
出
の
内
訳

0 0 0

0.00% 0.00% 0.00%

826,295

0

4,593,957 4,711,843 5,188,003

0 0

0.00% 0.00% 0.00%

829,736 830,473

資
金
運
用
等

▲ 117,985 102,991 17,221 ▲ 83.28%

▲ 188,130 17,988 ▲ 65,781 ▲ 465.69%

―

―

0

―
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